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＊実際の保険料の算定については、申告書に印字されている保険料率等により計算してください。

（1）まずは、労働保険対象労働者の範囲（Ｐ４～５）、労働保険対象賃金の範囲（下敷）を
参考に「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成してください。これが確定
保険料及び一般拠出金を算出する基礎になります。
（2）確定保険料及び一般拠出金は、平成21年度中に支払われた（又は確定した）賃金総
額（千円未満切り捨て）に保険料率（労災保険率、雇用保険率、拠出金率）を乗じて計算
してください。
保険料額及び一般拠出金額の１円未満の端数は切り捨ててください。

記入例（1）確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

　　 と　　 が同額の場合、申告記載方式は
12ページの例を参照してください

4 継続事業の申告書の書き方

確定保険料額の記入方法

　概算保険料は、平成22年度中に支払われることが予定される賃金総額の見込額をもとに
申告書に印字されている保険料率によって計算します（保険料額の１円未満の端数は切り捨
てます）。
　その計算方法は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額としてください。
　ただし、労災・雇用保険分賃金総額の見込額が、前年度と比較し200/100（二倍）を上
回る場合、または、50/100（二分の一）を下回る場合はその見込額を記入してください。

864 ,834÷３＝
第１期分○22 （イ）288,278円
第２期分○22 （ト）288,278円
第３期分○22 （ヌ）288,278円

※余りが生じた時は
　必ず第１期分へ加算してください。
　（余りは必ず１円または２円）

　⑭（イ）欄の概算保険料額が40万円以上（労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上）の
場合、これを３回に分けて納付することができます。
　⑰欄は延納する場合は□３ 、一括納付する場合は□1 と記入してください。
〔計算方法〕
平成22年度概算保険料額が864,834円の場合

概算保険料額の記入方法
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今期納付額の計算

差引額の計算

延　納
○22 （イ）

288,278円

○22 （ハ）

72,556円

○22 （ホ）

2,838円

今期納付額
○22 （ヘ）
363,672円

⑩ （イ）
確定
保険料額
679,556円

⑱
申告済概算
保険料額
607,000円

⑳（ハ）
不足額
72,556円


